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1――脱炭素に向けた進捗状況 

 

ESG のＥ（環境）の主要なテーマは気候変動問題である。一刻を争う国際社会の重要課題であり、

その対応を巡る具体的な取り組みについては 1992 年に国連総会で採択された国連気候変動枠組条約

に基づいて概ね年１回のペースで開催される締約国会議で協議されている。昨年秋に英国グラスゴー

で開催された第 26回締約国会議（COP26）では、世界全体の産業革命以前と比べた平均気温の上昇を

２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する決意が確認された。また、1.5℃目標

を達成するためには、世界全体の温室効果ガス排出量を、迅速かつ大幅に削減する必要があり、2030

年までには 2010 年比で CO2 排出量を 45％削減し、今世紀半ば頃には実質ゼロにする必要があるとの

認識が示された。しかし、パリ協定1に基づく各国の削減目標（NDC：Nationally Determined 

Contribution）に基づくと、2030年の温室効果ガスの総排出量は 2010年比で 13.7％増加すると推定

されることから、2030年に向けた気候変動対策の再検討や強化を各国に求めることで合意された。 

IPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）2が４月４日に公表した気候変動の緩和に関する最新の

報告書でも、各国が掲げる削減目標を達成しても２℃を超える温暖化をもたらす可能性が高いことが

指摘され、産業革命以前からの平均気温の上昇を 1.5℃に抑えるためには、遅くとも 2025年までに世

界の温室効果ガス排出量をピークアウトさせる必要があるとされている。気候変動の緩和に向けた対

策が急務となるなか、各国はこれまで以上に実効性の高い対策を迅速に講じることが求められるよう

になっている。 

 

2――代表的なカーボンプライシングの概要 

 
1 パリ協定は、2015 年 12 月のパリで開催された第 21 回国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21）で、全ての国が温室

効果ガス排出削減等の気候変動の取り組みに参加する枠組みとして採択された協定。 
2 IPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）は、気候変動に関する最新の科学的知見をとりまとめた報告書を作成し、

各国政府の気候変動に係る政策に科学的な基礎を与えることを目的として 1988 年に設立された組織。 
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気候変動の緩和に向けて CO2などの温室効果ガスの早急かつ大幅な排出削減が求められるなか、そ

の実現に向けて注目される政策の一つにカーボンプライシングがある。CO2 の排出に対して経済的な

負担を求めることによって、民間企業や消費者などのあらゆる主体に省エネや脱炭素に向けた取り組

みを促す経済的手法である。炭素に価格を付けて排出コストが排出量に比例するように決まる仕組み

であり、CO2 排出にコストが伴うことを意識させることによって、排出削減のインセンティブを高め

るとともに、排出削減に向けたコスト効率的な技術開発を促進する効果が期待されている。 

カーボンプライシングの代表的な手法として、炭素税と排出量取引制度の２つがある。炭素税は、

CO2 の排出に対して排出量に比例する課税を行うことで、企業や消費者などの税負担者に排出量削減

に向けた行動変容を促す手法である。炭素価格は政府が決定する税率として決まるため、税負担者に

とって予見可能性が高い手法であり、段階的な税率の引き上げを計画するなどによって、脱炭素化に

向けた投資を誘発する効果が期待される。その反面、総排出量の削減ができるかどうかは税負担者の

行動に依存するため不確実性を伴う。 

一方、排出量取引制度は、企業ごとに排出枠を割当て、実際の排出量が排出枠を超過する企業と枠

内に収まる企業との間での排出枠の売買を通じて、排出量に相当する排出枠を手当てすることを求め

る仕組みである。制度の対象となる企業の総排出枠を政府が決定するため、排出削減の確実性は高い。

しかし、排出枠の価格は需要と供給に応じて変動するため、企業にとってビジネスの予見可能性が低

くなるといった課題がある。 

２つの手法に共通する効果として、脱炭素化に向けた投資や技術の普及などを後押しできることが

挙げられる。炭素税では税収を、排出量取引制度で各企業への排出枠の割当てを有償とする場合では

その収入を、カーボンニュートラルに向けた施策として活用することで、削減効果を高めることがで

きる。こうした効果も勘案すると、炭素価格が高くなるような設計、つまり、炭素税であれば税率を

高めるほど、排出量取引制度であれば総排出枠を少なく設定するほど、価格効果と財源効果を通じた

より大きな排出削減を期待できることになる。もっとも炭素価格が高ければ、電気ガス料金などのエ

ネルギーコストの上昇を通じて、国内産業の国際競争上に不利が生じ、産業の国外流出を招きかねな

いといったリスクや、中小企業や低所得者層などの経済的弱者の負担が相対的に高まりやすいなどの

弊害も懸念される。カーボンプライシングの導入では、カーボンニュートラルに向けた過渡的な措置

であることも踏まえた上で、様々な観点に配慮しながら他の政策とのバランスのとれた制度設計とす

ることが求められる。 

 

3――カーボンプライシングの海外での導入状況 

 

1990年にフィンランドで導入された炭素税が世界初のカーボンプライシングである。同年にはポー

ランドでも導入され、その後、1991年にスウェーデンとノルウェーで、1992年にはデンマークで炭素

税が導入されるなど、北欧を中心に導入が進んだ。この時期は、国連気候変動枠組条約が国連総会で
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採択され、地球温暖化対策の重要性が広く

認識されはじめる時期と重なっている。現

在、気候変動対策で世界を牽引する EU で

は 2015年に排出量取引制度（EU-ETS3）が

導入されている。その頃を境にカーボンプ

ライシングを導入する動きが広がってお

り、2021年時点のカーボンプライシングを

導入している国・地域数は 64 に上り、世

界全体の温室効果ガス排出量の 21.5％を

カバーするに至っている（図表１）。 

しかし、21.5％というカバー率や総じて

低水準に設定されている炭素価格（排出コ

スト）が引き上げられなければ、大幅な CO2

排出量の削減は難しいというのが、IPCCの

気候変動の緩和に関する最新の報告書で示された見解である。今世紀半ばのカーボンニュートラルに

向けては更なる取り組みの強化が求められる状況と言える。 

 

4――国内における検討状況 

 

国内では 2010 年から東京都で、2011 年には埼玉県で排出量取引制度が開始されているが、国レベ

ルでの政策では、2012年に導入された「地球温暖化対策のための税」がある。これは、石油・天然ガ

ス・石炭などの化石燃料の利用に対して広く負担を求めるもので、CO2 排出量１トン当たりの税額が

289円となるような各化石燃料の単位量当たりの税率を、石油石炭税4に上乗せする形で設定されてい

る。ただし、289 円という炭素価格はカーボンプライシングを導入する国々のなかでも相対的に低い

水準であり、世界銀行がサポートしている炭素価格のハイレベル委員会が 2℃目標達成に必要な炭素

価格として 2017年に示した CO2排出量１トン当たり 40～80ドル（約 5,000～10,000円）を大きく下

回っていることを踏まえると、十分な排出削減を期待できるものとはなっていない。 

このため、2050年カーボンニュートラルの宣言によりカーボンニュートラルが成長戦略として位置

付けられて以降、改めて成長に資するカーボンプライシングの検討が環境省や経済産業省で進められ

ているが、現時点では方向性が示されるに留まっている。CO2 排出にコスト負担を強いる炭素税や排

出量取引制度については、課税や制度の対象次第では、その影響が広範囲に及ぶことになり、検討す

べき課題が多岐にわたるためである。排出削減効果や負担の在り方はもちろんのこと、成長分野への

投資の促進や産業の国際競争力の強化の観点や、脱炭素技術の実現可能性を踏まえた適切な時間軸や

 
3 EU で導入された排出量取引制度。制度の対象を、発電所、石油精製、製鉄、セメント等のエネルギー多消費施設とす

る、EU 加盟国が一体となった統一的な制度。 
4 石油石炭税は、国内で採掘または輸入される原油、ガス、石炭などに対して課される税。国家備蓄や石油開発などを使途

とする税であり、CO2 排出削減を目的とする炭素税とは位置づけが異なる。 

図表１　カーボンプライシングを導入する国・地域数

出所）世界銀行「State and Trends of Carbon Pricing 2021」
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配慮措置の設定の観点などに留意しつつ、将来的な制度導入を含めた議論が継続される見込みである。 

こうしたなか、当面の具体的な政策対応として実現可能性が最も高いのが、企業などが自主的に参

加できる CO2を排出しないことや削減したことを価値化して取引する国内クレジット取引の活性化で

ある。非化石証書5や J クレジット6などの CO2 削減価値が取引できる仕組みの利便性を高めて、カー

ボンオフセット7に向けた企業のニーズに応えることで、CO2削減への取り組みの加速を狙うものであ

る。この他、中長期にわたる企業の行動変容をもたらすための枠組みとして、GX（グリーントランス

フォーメーション）リーグやカーボン・クレジット市場8といった炭素削減価値が市場で評価される枠

組みの構築も検討されいている。GXリーグは、2050年カーボンニュートラルに賛同する企業が自主的

に参加する枠組みで、参加企業は 2030年の排出削減目標を自主的に設定し、排出実績と自主的な目標

との差を排出量取引市場で売買する仕組みである。取引の対象を企業の直接的な排出量に限る一方で、

参加企業はサプライチェーン上の幅広い主体に対して能動的に働きかけを行い、サプライチェーンの

カーボンニュートラルを目指すとともに、新たな脱炭素技術や製品を積極的に調達し、消費市場のグ

リーン化を牽引する役割も期待される。2022年度は同構想に賛同する 440社で、2023年４月以降の本

格稼働に向けたルール作りが行われる予定となっている。 

 ウクライナ情勢の深刻化等によるエネルギー価格の上昇など、カーボンニュートラルを巡る状況が

大きく変化しつつあるなか、国内においてカーボンプライシングの議論がどのように展開されるのか、

今後の行方が注目される。 

 

 

 
5 非化石証書とは、石油や石炭などの化石燃料を使っていない「非化石電源」で発電された電気が持つ「非化石価値」を取

り出して証書化したもの。現在は、非化石証書の取引に一般の企業は参加できないが、一般の企業が直接購入できる仕組み

が検討されている。 
6 J クレジット制度は、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用による CO2 の排出削減量や、適切な森林管理

による CO2 の吸収量を「クレジット」として国が認定する制度。J クレジット創出者とカーボン・オフセットを目指す購

入者との間で、売買できる仕組みが整備されている。 
7 カーボンオフセットとは、経済活動などで避けられない CO2 排出について、その排出量に見合った削減・吸収活動に投

資することなどにより、排出量の相殺を図ることを言う。排出削減価値（クレジット）はカーボンオフセットの目的を満た

すものとして需要が高まっている。 
8 GX リーグ参加企業が創出する排出削減価値や J クレジットなど、質の高いクレジットを自発的に取引できる市場が想定

されている。具体的な制度設計等については今後議論される見通し。 

（お願い）本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目

的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。 

 


